
提

出

者

内

山

晃

平
成
十
八
年
五
月
十
二
日
提
出

質

問

第

二

五

八

号

柔
道
整
復
師
及
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
な
ど
に
よ
る
運
動
機
能
回
復
訓
練
指
導
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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柔
道
整
復
師
及
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
な
ど
に
よ
る
運
動
機
能
回
復
訓
練
指
導
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
七
年
四
月
八
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
介
護
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
事
者
と
機
能
訓

練
指
導
員
に
つ
い
て
当
時
の
中
村
秀
一
老
健
局
長
の
答
弁
に
よ
り
、
そ
の
後
の
政
府
の
対
応
と
考
え
方
に
つ
い
て
、
利
用
者
の

心
身
の
機
能
回
復
を
図
る
と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
、
周
知
徹
底
を
図
る
と
し
た
が
、
未
だ
、
国
民
に
浸
透
さ
れ
て
い
な
い
と
考

え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

平
成
十
七
年
四
月
八
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
の
、
中
村
秀
一
老
健
局
長
の
柔
道
整
復
師
の
「
施
術
」
に
つ
い
て

の
答
弁
で
「
医
療
類
似
行
為
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
具
体
的
に
ど
う
い
う
内
容
の
医
療
行
為
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
か
。
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

二

平
成
十
七
年
四
月
八
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
中
村
秀
一
老
健
局
長
は
、
「
医
療
類
似
行
為
」
と
答
弁
さ
れ
て
い

る
が
、
一
般
的
に
は
「
医
業
類
似
行
為
」
と
認
識
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
解
釈
の
違
い
や
、
意
味
の
違
い
が
あ
る
の
か
。

三

厚
生
労
働
省
の
通
達
で
あ
る
、
老
企
第
二
五
号
の
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
『
訓
練
を
行
う
能
力
を
有
す
る
者
』
と
は
、
「
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、

一



看
護
職
員
、
柔
道
整
復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
資
格
を
有
す
る
者
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
多
く
の
施
設
に
お
い
て
、
機
能
訓
練
指
導
員
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
の
み
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
介
護
対
象
者
の
機
能
回
復
訓
練
を
行
な
う
に
あ
た
り
、
国
民
に
と
っ
て
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
だ
と
考
え
る
が
、
今
後
ど
の

よ
う
に
、
各
都
道
府
県
の
担
当
者
や
各
施
設
へ
の
文
書
で
の
通
達
な
ど
周
知
徹
底
を
考
え
て
い
る
の
か
。
明
確
に
答
弁
願
い

た
い
。

四

現
在
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
運
動
機
能
回
復
を
行
な
う
場
合
、
実
施
担
当
者
と
し
て
、
医

師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
看
護
師
若
し
く
は
準
看
護
師
若
し
く
は
介
護
職
員
、
看
護
職
員
と
な
っ
て
い
る
が
、

機
能
訓
練
指
導
員
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
柔
道
整
復
師
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
が
入
っ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。

五

過
去
の
判
例
、
昭
和
五
十
三
年
八
月
二
十
一
日
の
仙
台
高
裁
で
の
判
決
、
古
く
は
、
昭
和
三
十
五
年
一
月
二
十
七
日
最
高

裁
大
法
廷
で
の
判
決
（
昭
和
二
十
九
年
（
あ
）
二
九
九
〇
号
）
な
ど
を
考
慮
し
て
、
「
医
業
類
似
行
為
」
よ
り
も
さ
ら
に
明

確
な
医
療
行
為
「
施
術
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
柔
道
整
復
師
が
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
実
施
担

当
者
と
し
て
外
さ
れ
て
い
る
の
は
如
何
な
も
の
か
と
考
え
る
。
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
第
五
章
第
二
節
第
七
十
六
条
に
柔
道

整
復
師
が
追
加
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

二



右
質
問
す
る
。

三


